
【計画の構成】 

 

 

障害者支援の【基本理念】（第２次計画では）  推進において共有する【視点】 

みんなが“自分らしく”暮らしあうまちづくり 
《自分らしい生活》を支援する → 自己決定・権利擁護の支援、多様なニーズに対応する質の高い支援 

《包括的な支援》を推進する   → ライフステージを通じた支援、制度・分野を超えた連携、公民の多様な主体の協働 

《地域共生社会》を実現する   → 障害の理解と、参加と包摂の推進、バリアのない環境づくり 

 

 

中期的な【推進方向】［方向と目標］  当面の【推進目標】［成果目標・活動指標］ 

１．一人ひとりに寄り添う相談と権利擁護の推進 

→ 情報提供の推進 

→ 相談支援の推進 

→ 権利擁護の推進 

  

① 多様な方法を活用した情報の発信と情報伝達の推進 

②「包括的な支援」につながる相談支援体制の充実 [◎] 

③ 権利をまもり、差別や虐待を防止する取り組みの推進 

２．多様な地域生活を支えるサービス等の充実 

→ 障害福祉サービス等の推進 

→ 包括的な支援のしくみづくり 

 
④ 地域生活への移行に向けた支援の充実 [◎] 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 [◎] 

・地域生活支援（拠点）システムの機能の充実 [◎] 

⑤ 多様なニーズに対応する生活支援サービスや活動の充実 

⑥ 障害に配慮した健康づくりや医療の推進 [○] 

３．ライフステージを通じた発達支援の充実 

→ 発達支援の体制づくり 

→ 障害の発見と療育の推進 

→ 生涯にわたる学習の推進 

 

⑦ 多様なニーズに対応する障害児や親への支援の充実 [◎] 

⑧ 支援教育・高等教育の充実 

⑨ 生涯学習・スポーツや文化芸術活動の推進 [○] 

４．自己実現をめざす就労や社会参加の支援の充実 

→ 就労や社会参加の推進 

 

⑩ 障害者雇用等の拡充と定着への支援の充実 [◎] 

⑪ 福祉的就労や中間就労などの多様な就労の推進 

⑫ 多様な社会参加の場づくりと参加の支援 [○] 

５．安心して心豊かに暮らせる地域づくり 

→ 理解し、支えあうコミュニティづくり 

→ バリアのないまちづくり 

→ 安全・安心なまちづくり 

 

⑬「地域共生社会」への理解と主体的な参加の促進 [○] 

⑭ 合理的配慮の視点でのバリアフリーのまちづくり 

⑮ 安全・安心に暮らせる防災・防犯・交通安全等の取り組み 

６．障害者支援のネットワークと担い手づくり 

→ 障害者支援のネットワークづくり 

→ 障害者支援の担い手づくり 

 

⑯ 自立支援協議会を活かした障害者支援のネットワークの充実 

⑰ 計画のＰＤＣＩを通じた全庁的な障害者支援の推進 

⑱ 障害者支援の多様な人材の確保と支援の質の向上 [◎] 

 

－5－ 

 

【重点的に取り組む事項】 

 

【推進目標】（成果目標）のうち 

特に重点的に取り組むものを選定 

 

 

【各年度の取り組み】 

 

【推進目標】の体系に沿って 

ＰＤＣＩ（※）を推進 

 

（※） 

Plan(計画) → Do(実行) → Check(点検) 

→ Innovation(改善・改革) を繰り返し、 

継続的に改善をすすめる手法です。 

 

 

【各年度の取り組み】として何をしたか、

【推進方向】がどの程度達成できたか、 

を評価し、次年度のシートに反映。 

 

障害者長期計画（６年間の計画＝障害者支援の基本方向） 

障害・障害児福祉計画（３年間の計画＝障害者支援の基本計画） 

計画推進シート 

（年度ごとに作成＝実施計画） 

【推進目標】の [◎] は国の基本指針案で成果目標、 

[○] は個別施策の見直しとして示された事項です。 


